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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

第２ ＩＣＴ活用工事 

（略） 

 

第２ ＩＣＴ活用工事 

（略） 

 

第５ 発注方式 

ＩＣＴ活用工事の発注は、下記１～３によるものとし、工事内容等を勘案し設

定する。ただし、対象工種の詳細「３ 作業土工（床掘）」及び「７ 付帯構造物

設置工」は単独での適用はしない。 

（略） 

第５ 発注方式 

ＩＣＴ活用工事の発注は、下記１～３によるものとし、工事内容等を勘案し設

定する。ただし、対象工種の詳細「６ 付帯構造物設置工」は単独での適用はしな

い。 

（略） 

第１１ 対象工種の詳細 

ＩＣＴ活用工事の対象工種及び具体的内容は下記１～８とする。 

１ 土工 

第１１ 対象工種の詳細 

ＩＣＴ活用工事の対象工種及び具体的内容は下記１～１３とする。 

１ 土工（1,000m3 以上）  
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

次の①～⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事における

土工とする。また、「ＩＣＴ土工」という略称を用いることがある。 

（略） 

受注者からの提案により、地盤改良工、付帯構造物設置工、法面工及び作業土

工（床掘）にＩＣＴ施工技術を活用する場合は、それぞれ各工種の本要領該当箇

所及び積算要領を参照すること。 

（１） ＩＣＴ土工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事での

３次元納品データが活用できる場合等においては、管理断面及び変化点の計測に

よる測量が選択できるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

１) 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５) ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６) ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７) ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

８) その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元

次の①～⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（土工

（1,000m3 以上））とする。また、「ＩＣＴ土工」という略称を用いることがある。  

（略） 

受注者からの提案により、土工以外の工種にＩＣＴ施工技術を活用する場合は、

それぞれ各工種の本要領該当箇所及び積算要領を参照すること。 

 

（１） ＩＣＴ土工（1,000m3以上）の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択

（複数選択可）して測量を行うものとする。 

起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事また

は設計段階での３次元データが活用できる場合等においては、管理断面及び変化

点の計測による測量が選択できるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

１) 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５) ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６) ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７) ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

 

②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ＩＣＴ
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

 

 

 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、下記１）により施工を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設機械による施工、及び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作

成する。 

なお、発注者が貸与する３次元データを活用する場合も、ＩＣＴ活用工事とす

る。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、以下１）に示すＩＣＴ建設機械により

施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理

院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用するこ

とができる。 

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、

当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３１日 

国土交通省告示第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定

基準を満たすこと。 

１） ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの

差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術

または、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用デー

タとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技

術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷均し、締固め、掘削、法面整形を実

施する。 

ただし、現場条件により、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率とな

る場合は監督職員との協議の上、従来型建設機械による施工を実施してよいもの

とし、その場合もＩＣＴ活用工事とするが、丁張設置等には積極的に３次元設計
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理及び品

質管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

下記１）～１１）から選択（複数選択可）して、出来形管理を行うものとする。 

出来形管理にあたっては、標準的に面管理を実施するものとするが、施工現場

の環境条件により面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による出来形管

理を選択してもＩＣＴ活用工事とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

データ等を活用するものとする。 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理及び品

質管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

 

出来形管理にあたっては、出来形管理図表（ヒートマップ）を作成し、出来形の

良否を判定する管理手法（面管理）とし、以下１）～４）から選択（複数選択可）

して実施するものとする。なお、面管理とは出来形管理の計測範囲において、１

ｍ間隔以下（１点 ㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計

データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する

管理手法のことをいう。 

また、土工における出来形管理にあたっては、以下１）～４）を原則とするが、

現場条件等により以下５）～８）の出来形管理を選択して面管理を実施してもよ

い。（ただし、以下５）～８）の出来形管理を選択して面管理を実施した場合は「３

次元出来形管理・３次元データ納品費用、外注経費等の費用」の対象外となるの

で注意すること） 

１） 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２） 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３） 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４） 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５） ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６） ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７） ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

８）施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削） 

９）施工履歴データを用いた出来形管理（地盤改良工） 

１０）施工履歴データを用いた出来形管理（土工） 

１１）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

 

 

 

 

＜品質管理＞ 

下記１２）を用いた品質管理を行うものとする。 

１２）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理 

ただし、土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、

施工規定による管理そのものがなじまない場合は、適用しなくてもよい。 

 

 

 

 

 

 

⑤３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ土工（1,000m3以上）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

８） 施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削） 

 

 

 

なお、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が

限定される等、面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施

できない場合は、監督職員との協議の上、管理断面及び変化点の計測による出来

形管理を選択してもＩＣＴ活用工事とする。 

＜品質管理＞ 

品質管理にあたっては、受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の品質管理（締

固め度）について、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」により実施

する。砂置換法又はＲＩ計法との併用による二重管理は実施しないものとする。 

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のよ

うに品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数

を設定すること。 

土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定

による管理そのものがなじまない場合は、監督職員と協議の上、ＴＳ・ＧＮＳＳ

を用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものし、その場合もＩＣＴ活用工

事とする。 

⑤３次元データの納品 

①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ土工（1,000m3以上）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下の工種とする。 

（略） 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

２ 土工（1,000m3 未満） 

次の①（選択）～⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事

における土工とする。また、「ＩＣＴ土工（1,000m3 未満）」という略称を用いるこ

とがある。 

①従来手法（選択） 

②３次元設計データ作成 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

④３次元出来形管理等の施工管理 

⑤３次元データの納品 

受注者からの提案により、地盤改良工、付帯構造物設置工、法面工及び作業土

工（床掘）にＩＣＴ施工技術を活用する場合は、それぞれ各工種の本要領該当箇

所及び積算要領を参照すること。 

（１） ＩＣＴ土工（1,000m3未満）の具体的内容 

（略） 

①起工測量（選択） 

起工測量において、従来手法による起工測量を原則とするが、３次元測量デー

タを取得するため、下記１）～８）から選択（複数選択可）して起工測量を実施し

てもよい。 

 

 

１) 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

２ 土工（1,000m3 未満） 

次の①（選択）～⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事

（土工（1,000m3未満））とする。また、「ＩＣＴ土工（1,000m3未満）」という略称

を用いることがある。 

①起工測量（選択） 

②３次元設計データ作成 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

④３次元出来形管理等の施工管理 

⑤３次元データの納品 

受注者からの提案により、土工以外の工種にＩＣＴ施工技術を活用する場合は、

それぞれ各工種の本要領該当箇所及び積算要領を参照すること。 

 

（１） ＩＣＴ土工（1,000m3未満）の具体的内容 

（略） 

①起工測量（選択） 

起工測量において、従来手法による起工測量を原則とするが、ＩＣＴ舗装工等

で取得した３次元起工測量データがある場合は、積極的に活用する。 

また、作業量・現場状況等を考慮して、監督職員と協議のうえ、３次元測量デー

タを取得するため、以下１）～７）から選択（複数選択可）して起工測量を実施し

てもよいものとする。 

１)空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

５) ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６) ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７) ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

８) その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元

出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

 

 

 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、下記１）により施工を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

１）３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

 

 

 

５)ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６)ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７)ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

 

②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ＩＣＴ

建設機械による施工、及び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作

成する。 

なお、発注者が貸与する３次元データを活用する場合も、ＩＣＴ活用工事とす

る。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、以下１）に示すＩＣＴ建設機械により

施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理

院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用するこ

とができる。 

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、

当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３１日 

国土交通省告示第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定

基準を満たすこと。 

１） ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの

差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術

または、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用デー
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

 

 

 

 

 

 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理を実施

する。 

＜出来形管理＞ 

下記１）～１３）から選択（複数選択可）して、出来形管理を行うものとする。 

出来形管理にあたっては、標準的に断面管理を実施するものとするが、施工現場

の環境条件により面的な計測による出来形管理を選択してもよい。 

１）モバイル端末を用いた出来形管理 

２）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

３）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

６）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

７）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

８）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

９）施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削） 

１０）施工履歴データを用いた出来形管理（地盤改良工） 

タとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技

術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷均し、締固め、掘削、法面整形を実

施する。 

ただし、現場条件により、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率とな

る場合は監督職員との協議の上、従来型建設機械による施工を実施してよいもの

とし、その場合もＩＣＴ活用工事とするが、丁張設置等には積極的に３次元設計

データ等を活用するものとする。 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理を実施

する。 

＜出来形管理＞ 

出来形管理にあたっては、以下５）～８）による出来形管理を実施するものと

する。なお、監督職員と協議のうえ以下１）～４）、９）、１０）による出来形管理

を実施してもよい。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

８）施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削） 

９）モバイル端末を用いた出来形管理 

１０）地上写真測量を用いた出来形管理 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

１１）施工履歴データを用いた出来形管理（土工） 

１２）地上写真測量を用いた出来形管理（土工） 

１３）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

⑤３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ土工（1,000m3未満）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

 

 

 

⑤３次元データの納品 

①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ土工（1,000m3未満）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下の工種とする。 

（略） 

３ 作業土工（床掘） 

次の①～⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（作業土

工（床掘））とする。また、「ＩＣＴ作業土工（床掘）」という略称を用いることが

ある。 

①３次元起工測量 

②３次元設計データ作成 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

④該当なし（３次元出来形管理等の施工管理） 

⑤３次元データの納品 

ＩＣＴ作業土工（床掘）はＩＣＴ土工の関連施工工種として実施することとする。 

（１） ＩＣＴ作業土工（床掘）の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

ただし、ＩＣＴ土工等の起工測量データ等を活用することができる。 

３ 作業土工（床掘工） 

次の①（選択）②③⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工

事（作業土工（床掘工））とする。また、「ＩＣＴ作業土工（床掘工）」という略称

を用いることがある。 

①起工測量（選択） 

②３次元設計データ作成 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

④該当なし（３次元出来形管理等の施工管理） 

⑤３次元データの納品 

 

（１） ＩＣＴ作業土工（床掘工）の具体的内容 

（略） 

①起工測量（選択） 

起工測量において、従来手法による起工測量を原則とするが、ＩＣＴ土工等で

取得した３次元起工測量データがある場合は、積極的に活用する。 

また、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択（複数選択
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

 

１) 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５) ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６) ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７) ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

８) その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、作業土

工(床掘）を行うための３次元設計データを作成する。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、下記１）に示すＩＣＴ建設機械を作業

に応じて選択して施工を実施する。 

 

 

 

 

 

 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

 

可）して起工測量を実施してよいものとする。 

１)空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５)ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６)ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７)ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

 

②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ＩＣＴ

建設機械による施工を行うため、３次元設計データを作成する。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、以下１）に示すＩＣＴ建設機械により

施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理

院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用するこ

とができる。 

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、

当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３１日 

国土交通省告示第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定

基準を満たすこと。 

１） ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

 

 

 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

作業土工（床掘）においては該当なし 

⑤３次元データの納品 

作業土工（床掘）においては該当なし 

②による３次元設計データを工事完成図書として電子納品する。 

 

 

（２） ＩＣＴ作業土工（床掘）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、ＩＣＴ（土工）を含む工事とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（３） ＩＣＴ作業土工（床掘）の実施方法 

ＩＣＴ土工における関連施工工種とするため、ＩＣＴ作業土工（床掘）単独で

の発注は行わない。 

差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術

または、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用デー

タとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技

術を用いて、河川・海岸・道路土工の掘削等を実施する。 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

基本的に作業土工であるため該当なし 

⑤３次元データの納品 

 

②により作成した３次元設計データを工事完成図書として電子納品する。 

ただし、①において、３次元起工測量を実施した場合は、取得した３次元測量デ

ータも３次元データ納品の対象とする。 

（２） ＩＣＴ作業土工（床掘工）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、以下のとおりとする。 

＜対象工種＞ 

作業土工（床掘工）を含む工種を対象とする。 

＜対象規模＞ 

ＩＣＴ活用工事の対象規模は、以下の作業土工（床掘工）を含む工事とする。 

・平均施工幅２ｍ以上の土砂の掘削等である床掘り 

・平均施工幅１ｍ以上２ｍ未満の土砂の掘削等である床掘り 

・平均施工幅１ｍ未満の土砂の掘削等である床掘り 

（３）ＩＣＴ作業土工（床掘）の実施方法 

（削除） 

４ 小規模土工 ４ 小規模土工 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

（略） （削除） 

５ 舗装工 

次の①～⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事における

舗装工とする。また、「ＩＣＴ舗装工」という略称を用いることがある。 

（略） 

受注者からの提案により、付帯構造物設置工にＩＣＴ施工技術を活用する場合

は、それぞれ各工種の本要領該当箇所及び積算要領を参照すること。 

（１） ＩＣＴ舗装工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～５）から選

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事での

３次元納品データが活用できる場合等においては、管理断面及び変化点の計測に

よる測量が選択できるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元

出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

 

４ 舗装工 

次の①～⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（舗装工）

とする。また、「ＩＣＴ舗装工」という略称を用いることがある。 

（略） 

受注者からの提案により、舗装工以外の工種にＩＣＴ施工技術を活用する場合

は、それぞれ各工種の本要領該当箇所及び積算要領を参照すること。 

（１） ＩＣＴ舗装工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～４）から選択

（複数選択可）して測量を行うものとする。 

起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事及び

設計段階での３次元データが活用できる場合等においては、管理断面及び変化点

の計測による測量が選択できるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

 

②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ＩＣＴ

建設機械による施工及び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成

する。 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

 

 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、下記１）に示により施工を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

１）３次元ＭＣ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称 

 

 

 

 

 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

舗装工事の施工管理において、ＩＣＴを活用した施工管理を実施する。 

 

＜出来形管理＞ 

下記１）～５）のいずれかの技術を用いた出来形管理を行うものとする。 

なお、発注者が貸与する３次元データを活用する場合も、ＩＣＴ活用工事とす

る。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、以下１）に示すＩＣＴ建設機械により

施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理

院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用するこ

とができる。 

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、

当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３１日 

国土交通省告示第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定

基準を満たすこと。 

１）３次元ＭＣ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの

差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術

を用いて、敷均しを実施する。 

ただし、現場条件により、ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率となる

場合は監督職員との協議の上、従来型建設機械による施工を実施してよいものと

するが、丁張設置等には積極的に３次元設計データ等を活用するものとする。 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理を実施

する。 

＜出来形管理＞ 

出来形管理にあたっては、出来形管理図表（ヒートマップ）を作成し、出来形の



14 

新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

出来形管理にあたっては、標準的に面管理を実施するものとするが、表層以外

については、従来手法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目）での管

理を実施してもよい。また、施工現場の環境条件により、面的な計測のほか、管

理断面及び変化点の計測による測量を選択してもＩＣＴ活用工事とする。 

 

 

 

 

 

 

１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

５）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

 

 

 

 

⑤３次元データの納品 

④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品す

る。 

（２） ＩＣＴ舗装工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記とする。 

良否を判定する管理手法（面管理）とし、以下１）～２）から選択（複数選択可）

して実施するものとする。 

なお、面管理とは出来形管理の計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/㎡以上）

の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイン

トとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法のことをいう。 

また、舗装工における出来形管理にあたっては、以下１）～２）を原則とする

が、現場条件等により以下３）～４）の出来形管理を選択して面管理を実施して

もよい。 

（ただし「３次元出来形管理・３次元データ納品費用、外注経費等の費用」の対

象外となるので注意すること） 

１） 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

２） 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３） ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

４） ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

 

また、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が

限定される等、面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施

できない場合は、監督職員との協議の上、管理断面及び変化点の計測による出来

形管理を選択してもＩＣＴ活用工事とする。 

⑤３次元データの納品 

①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

 

（２） ＩＣＴ舗装工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下とする。 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

（略） （略） 

６ 舗装工（修繕工） 

（略） 

（１） ＩＣＴ舗装工（修繕工）の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、交通規制を削減し３次元測量データを取得するため、下記

１）～４）から選択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

起工測量にあたっては、施工現場の環境条件により、管理断面及び変化点の計

測または面的な計測による測量を選択するものとし、ＩＣＴ活用とする。 

 

１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

４）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

①で作成した３次元設計データを用い、下記１）に示す施工管理システムを搭

載したＩＣＴ建設機械により施工を実施する。 

 

 

 

 

 

 

５ 舗装工（修繕工） 

（略） 

（１） ＩＣＴ舗装工（修繕工）の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、交通規制を削減し３次元測量データを取得するため、以下

１）～３）から選択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事及び

設計段階での３次元データが活用できる場合等においては、管理断面及び変化点

の計測による測量が選択できるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

 

②３次元設計データ作成 

①で作成した３次元設計データを用い、以下１）２）に示すＩＣＴ建設機械に

より施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土

地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用す

ることができる。 

  なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用において

は、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３

１日 国土交通省告示第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における

検定基準を満たすこと。 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

 

１）３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械 

 

 

 

 

 

 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、以下に示す方法により施工管理を実施する。 

 

＜出来形管理＞ 

路面切削作業の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理をする。 

 

 

１）施工履歴データを用いた出来形管理 

 

 

 

 

 

 

（略） 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械※ 

２）３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの

差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技

術、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データと

の差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技術、

または、建設機械の作業装置位置及び切削深さ（高さ）をリアルタイムに計測・

記録する施工管理の機能を有する技術を用いて、路面切削を実現する。 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、以下に示す方法により出来形管理を実施す

る。 

＜出来形管理＞ 

３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械を使用した場合の出来形管理にあたって

は、管理断面及び変化点の計測による出来形管理とし、以下１）２）から選択（複

数選択可）して実施するものとする。 

１） ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

２） 地上写真測量を用いた出来形管理 

３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械を使用した場合の出

来形管理にあたっては、建設機械の作業装置位置及び切削深さ（高さ）をリアル

タイムに計測・記録する施工管理システムから得られる施工履歴データにより以

下３）により実施するものとする。 

３） 施工履歴データを用いた出来形管理 

（略） 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

（２） ＩＣＴ舗装工（修繕工）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記とする。 

（略） 

（２） ＩＣＴ舗装工（修繕工）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下とする。 

（略） 

７ 付帯構造物設置工 

（略） 

ＩＣＴ付帯構造物設置工はＩＣＴ土工及びＩＣＴ舗装工の関連施工工種として

実施することとする。 

（１） ＩＣＴ付帯構造物設置工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、付帯構造物設置工の関連施行としてＩＣＴ土工及びＩＣＴ舗装工が行わ

れる場合、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものと

し、ＩＣＴ活用とする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

６ 付帯構造物設置工 

（略） 

ＩＣＴ付帯構造物設置工はＩＣＴ土工等の関連施工工種として実施することと

する。 

（１） ＩＣＴ付帯構造物設置工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択

（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、付帯構造物設置工の関連施行としてＩＣＴ土工等が行われる場合、その

起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用

とする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

②３次元設計データ作成 

（略） 

３次元設計データ作成はＩＣＴ土工及びＩＣＴ舗装工と合わせて行うが、ＩＣ

Ｔ付帯構造物設置工の施工管理においては、３次元設計データとして、３次元座

標を用いた線形データも活用できる。ＴＩＮ形式でのデータ作成は必須としない。 

（略） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

付帯構造物設置工の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理を

実施する。 

＜出来形管理＞ 

下記１）～８）の技術から選択（複数選択可）して、出来形管理を行うものとす

る。 

 

 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

８）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

なお、監督職員との協議の上で他の計測技術による出来形管理を行ってもよい。 

（略） 

②３次元設計データ作成 

（略） 

３次元設計データ作成はＩＣＴ土工等と合わせて行うが、ＩＣＴ付帯構造物設

置工の施工管理においては、３次元設計データとして、３次元座標を用いた線形

データも活用できる。ＴＩＮ形式でのデータ作成は必須としない。 

（略） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

付帯構造物設置工の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理を

実施する。 

＜出来形管理＞ 

付帯構造物設置工の施工管理において、以下１）～７）の技術から選択（複数選

択可）して、出来形管理を実施するものとする。 

また、以下１）～４）の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の

目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。 

１） 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２） 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３） 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４） 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５） ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６） ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７） ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

 

 

（略） 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

⑤３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ付帯構造物設置工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

（３） ＩＣＴ付帯構造物設置工の実施方法 

ＩＣＴ土工及びＩＣＴ舗装工における関連施工工種とするため、ＩＣＴ付帯構

造物設置工単独での発注は行わない。 

⑤３次元データの納品 

①②④により作成した３次元データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ付帯構造物設置工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下工種とする。 

（略） 

（３） ＩＣＴ付帯構造物設置工の実施方法 

ＩＣＴ土工等における関連施工工種とするため、ＩＣＴ付帯構造物設置工単独

での発注は行わない。 

８ 擁壁工 

（略） 

（１） ＩＣＴ擁壁工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、擁壁工の関連施工としてＩＣＴ土工が行われる場合、その起工測量デー

タ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用とする。 

ＩＣＴ土工等の起工測量データ等を活用することができる。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

７ 擁壁工 

（略） 

（１） ＩＣＴ擁壁工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択

（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、擁壁工の関連施工としてＩＣＴ土工等が行われる場合、その起工測量デ

ータ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

（略） 

３次元設計データ作成はＩＣＴ土工と合わせて行うが、ＩＣＴ擁壁工の施工管

理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での作成は必須としない。 

（略） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

擁壁工の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

下記１）～８）の技術から選択（複数選択可）して、出来形計測を行うものとす

る。 

 

 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

８）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により１）～８）のＩ

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

 

②３次元設計データ作成 

（略） 

３次元設計データ作成はＩＣＴ土工等と合わせて行うが、ＩＣＴ擁壁工の施工

管理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での作成は必須としない。 

（略） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

擁壁工の施工管理において、以下に示す方法により出来形管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

擁壁工の施工管理において、以下１）～７）の技術から選択（複数選択可）し

て、出来形管理を実施するものとする。 

また、以下１）～４）の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の

目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記１）～７）の
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

ＣＴを用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行う

ことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、施工段階における

出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による

出来形管理を行っても良いものとし、監督職員と協議するものとする。 

＜出来形管理基準および規格値＞ 

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、出来形管理で定める計測技

術を用い下記１）の出来形管理要領による。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の 3 次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

3 次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

⑤３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ擁壁工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

ＩＣＴ施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し

計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職

員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併

用するなどして出来形管理を行っても良いものとする。 

＜出来形管理基準および規格値＞ 

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、出来形管理で定める計測技

術を用い以下１）の出来形管理要領（案）による。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の３次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

３次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

⑤３次元データの納品 

①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ擁壁工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下の工種とする。 

（略） 

９ 基礎工 

（略） 

（１） ＩＣＴ基礎工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選

８ 基礎工 

（略） 

（１） ＩＣＴ基礎工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、基礎工の関連施工としてＩＣＴ土工が行われる場合、その起工測量デー

タ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用とする。 

ＩＣＴ土工等の起工測量データ等を活用することができる。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

（略） 

 

３次元設計データ作成はＩＣＴ土工と合わせて行うが、ＩＣＴ基礎工の施工管

理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での作成は必須としない。 

 

（略） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

基礎工の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

下記１）～８）の技術から選択（複数選択可）して、出来形計測を行うものとす

（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、基礎工の関連施工としてＩＣＴ土工等が行われる場合、その起工測量デ

ータ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

 

②３次元設計データ作成 

（略） 

なお、発注者が貸与する３次元データを活用する場合もＩＣＴ活用工事とする。  

また、３次元設計データ作成はＩＣＴ土工等と合わせて行うが、ＩＣＴ基礎工

の施工管理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での作成は必須としな

い。 

（略） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

基礎工の施工管理において、以下に示す方法により出来形管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

基礎工の施工管理において、以下１）～７）の技術から選択（複数選択可）し
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

る。 

 

 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

８）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により１）～８）のＩ

ＣＴを用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行う

ことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、施工段階における

出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による

出来形管理を行っても良いものとし、監督職員と協議するものとする。 

＜出来形管理基準および規格値＞ 

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、出来形管理で定める計測技

術を用い下記１）の出来形管理要領による。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の 3 次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

て、出来形管理を実施するものとする。 

また、以下１）～４）の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の

目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記１）～７）の

ＩＣＴ施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し

計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職

員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併

用するなどして出来形管理を行っても良いものとする。 

＜出来形管理基準および規格値＞ 

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、出来形管理で定める計測技

術を用い以下１）の出来形管理要領（案）による。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の３次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

3 次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

⑤３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ基礎工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

３次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

⑤３次元データの納品 

①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ基礎工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下の工種とする。 

（略） 

１０ 構造物工（橋梁上部） 

次の①②④⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（構造

物工）とする。また、「ＩＣＴ構造物工」という略称を用いることがある。 

 

①３次元起工測量 

②３次元設計データ作成 

③該当なし（ＩＣＴ建設機械による施工） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

⑤３次元データの納品 

（１） ＩＣＴ構造物工（橋梁上部）の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

起工測量にあたっては、施工現場の環境条件により、面的な計測のほか、管理

断面及び変化点の計測による測量を選択してもＩＣＴ活用工事とする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

９ 構造物工（橋梁上部） 

次の②④⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（構造物

工（橋梁上部））とする。また、「ＩＣＴ構造物工（橋梁上部）」という略称を用

いることがある。 

①該当なし（３次元起工測量） 

②３次元設計データ作成 

③該当なし（ＩＣＴ建設機械による施工） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

⑤３次元データの納品 

（１） ＩＣＴ構造物工（橋梁上部）の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

構造物工（橋梁上部）においては該当なし 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

 ①で計測した測量データ等と、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次

元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

ＩＣＴ構造物工の施工管理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での

作成は必須としない。 

③構造物工においては該当なし 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

構造物工の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理を実施する。 

 

＜出来形管理＞ 

下記１）～４）の技術から選択（複数選択可）して、出来形計測を行うものとす

る。 

 

 

（略） 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により１）～４）のＩ

ＣＴを用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行う

 

 

 

 

 

 

②３次元設計データ作成 

 発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元出来形管理を行うための３次

元設計データを作成する。 

ＩＣＴ構造物工（橋梁上部）の施工管理においては、３次元設計データ（ＴＩ

Ｎ）形式での作成は必須としない。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

構造物工（橋梁上部）においては該当なし 

④３次元出来形管理等の施工管理 

構造物工（橋梁上部）の施工管理において、以下に示す方法により出来形管理

を実施する。 

＜出来形管理＞ 

構造物工（橋梁上部）の出来形管理において、以下１）～４）の技術から選択

（複数選択可）して、出来形管理を実施するものとする。 

また、以下１）～４）の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の

目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。 

（略） 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記１）～４）の

ＩＣＴ施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

ことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、施工段階における

出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による

出来形管理を行っても良いものとし、監督職員と協議するものとする。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の3 次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3 

次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

⑤３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ構造物工（橋梁上部）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職

員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併

用するなどして出来形管理を行っても良いものとする。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の３次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

３次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

⑤３次元データの納品 

②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ構造物工（橋梁上部）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下の工種とする。 

（略） 

１１ 構造物工（橋脚・橋台） 

次の①②④⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（構造

物工）とする。また、「ＩＣＴ構造物工」という略称を用いることがある。 

 

（略） 

（１） ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～５）から選

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

１０ 構造物工（橋脚・橋台） 

次の①②④⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（構造

物工（橋脚・橋台））とする。また、「ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）」という略称

を用いることがある。 

（略） 

（１） ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択

（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

１） 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２） 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３） 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４） ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

５） その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

 

 

②３次元設計データ作成 

（略） 

 

ＩＣＴ構造物工の施工管理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での

作成は必須としない。 

③構造物工においては該当なし 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

構造物工の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理を実施する。 

 

＜出来形管理＞ 

下記１）～４）の技術から選択（複数選択可）して、出来形計測を行うものとす

る。 

 

 

（略） 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により１）～４）のＩ

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

（略） 

なお、発注者が貸与する３次元データを活用する場合もＩＣＴ活用工事とする。 

ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）の施工管理においては、３次元設計データ（ＴＩ

Ｎ）形式での作成は必須としない。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

構造物工（橋脚・橋台）においては該当なし 

④３次元出来形管理等の施工管理 

構造物工（橋脚・橋台）の施工管理において、以下に示す方法により出来形管理

を実施する。 

＜出来形管理＞ 

構造物工（橋脚・橋台）の出来形管理において、以下１）～４）の技術から選択

（複数選択可）して、出来形管理を実施するものとする。 

また、以下１）～４）の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の

目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。 

（略） 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記１）～４）の
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

ＣＴを用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行う

ことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、施工段階における

出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による

出来形管理を行っても良いものとし、監督職員と協議するものとする。 

＜出来形管理基準および規格値＞ 

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、出来形管理で定める計測技

術を用い下記１）の出来形管理要領による。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の 3 次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

3 次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

⑤３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

ＩＣＴ施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し

計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職

員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併

用するなどして出来形管理を行っても良いものとする。 

＜出来形管理基準および規格値＞ 

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

出来形の算出は、上記出来形管理で定める計測技術を用い以下１）の出来形管理

要領（案）による。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の３次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

３次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

⑤３次元データの納品 

①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下の工種とする。 

（略） 

１２ 法面工 

（略） 

（１） ＩＣＴ法面工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選

１１ 法面工 

（略） 

（１） ＩＣＴ法面工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、法面工の関連施工としてＩＣＴ土工が行われる場合、その起工測量デー

タ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用とする。 

ＩＣＴ土工等の起工測量データ等を活用することができる。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

（略） 

 

３次元設計データ作成はＩＣＴ土工と合わせて行うが、ＩＣＴ法面工の施工管

理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での作成は必須としない。 

（略） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

法面工の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

下記１）～８）の技術から選択（複数選択可）して、出来形計測を行うものとす

る。 

（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、法面工の関連施工としてＩＣＴ土工等が行われる場合、その起工測量デ

ータ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

 

②３次元設計データ作成 

（略） 

なお、発注者が貸与する３次元データを活用する場合もＩＣＴ活用工事とする。 

また、３次元設計データ作成はＩＣＴ土工等と合わせて行うが、ＩＣＴ法面工の

施工管理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での作成は必須としない。 

（略） 

④３次元出来形管理等の施工管理 

法面工の施工管理において、以下に示す方法により出来形管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 

以下１）～７）の技術から選択（複数選択可）して、出来形計測を行うものとす

る。 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

 

 

１） 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２） 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３） 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４） 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５） ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６） ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７） ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

８） その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により１）～７）のＩ

ＣＴを用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行う

ことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、施工段階における

出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による

出来形管理を行っても良いものとし、監督職員と協議するものとする。 

＜出来形管理基準および規格値＞ 

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、出来形管理で定める計測技

術を用い下記１）の出来形管理要領（案）による。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の 3 次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

3 次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 

また、以下１）～４）の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の

目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

 

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記１）～７）の

ＩＣＴ施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し

計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職

員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併

用するなどして出来形管理を行っても良いものとする。 

＜出来形管理基準および規格値＞ 

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、出来形管理で定める計測技

術を用い以下１）の出来形管理要領（案）による。 

（略） 

＜出来形管理帳票＞ 

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の３次元計

測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の

３次元設計データあるいは平面図を提出することとする。 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

⑤３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ法面工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

⑤３次元データの納品 

①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ法面工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下の工種とする。 

（略） 

１３ 地盤改良工 

（略） 

（１） ＩＣＴ地盤改良工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～８）から選

択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、地盤改良の関連施工としてＩＣＴ土工が行われる場合、その起工測量デ

ータ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用とする。 

 

１） 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２） 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３） 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４） 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５） ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６） ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７） ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

８） その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

１２ 地盤改良工 

（略） 

（１） ＩＣＴ地盤改良工の具体的内容 

（略） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択

（複数選択可）して測量を行うものとする。 

（略） 

また、地盤改良の関連施工としてＩＣＴ土工等が行われる場合、その起工測量

データ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用工事とす

る。 

１） 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２） 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３） 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４） 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５） ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

６） ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７） ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

（略） 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、下記１）２）に示すＩＣＴ建設機械を

作業に応じて選択して施工を実施する。 

 

 

 

 

 

 

１） ３次元ＭＧ機能を持つ地盤改良機 

２） ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

 

 

 

 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理を実施

する。 

 

 

 

（略） 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、以下１）２）に示すＩＣＴ建設機械を

作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに

当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電

子基準点を活用することができる。 

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、

当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３１日 

国土交通省告示第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定

基準を満たすこと。 

１） ３次元ＭＧ機能を持つ地盤改良機 

２） ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの

差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術

または、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用デー

タとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技

術を用いて、地盤改良を実施する。 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理を実施

する。また、受注者は地盤改良の出来形管理について施工履歴データにより行う

こととするが、改良土を盛立など履歴データによる管理が非効率となる部分につ

いて監督職員との協議の上、従来手法による出来形管理を行っても良いものとす

る。 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

＜出来形管理＞ 

下記１）を用いて、出来形管理を行うものとする。 

（略） 

⑤３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ地盤改良工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

１）地盤改良工 

・路床安定処理工 

・表層安定処理工 

・固結工（中層混合処理） 

・固結工（スラリー撹拌工） 

・バーチカルドレーン工（ペーパードレーン工） 

＜出来形管理＞ 

以下１）を用いて、出来形管理を行うものとする。 

（略） 

⑤３次元データの納品 

①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

（２） ＩＣＴ地盤改良工の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下の工種とする。 

（略） 

１）地盤改良工 

・路床安定処理工 

・表層安定処理工 

・固結工（中層混合処理） 

・固結工（スラリー撹拌工） 

・バーチカルドレーン工（ペーパードレーン工） 

・サンドコンパクションパイル工 

１４ 浚渫工（港湾） 

（略） 

①３次元起工測量 

②３次元数量計算 

③ＩＣＴ建設機械による施工（施工管理システム）（選択） 

④３次元出来形管理等の施工管理（選択） 

⑤３次元データの納品 

（１） ＩＣＴ浚渫工（港湾）の具体的内容 

（略） 

１３ 浚渫工（港湾） 

（略） 

①３次元起工測量 

②３次元数量計算 

③ＩＣＴを活用した施工 

④３次元出来形測量 

⑤３次元データの納品 

（１） ＩＣＴ浚渫工（港湾）の具体的内容 

（略） 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）による測量を

行うものとする。 

１）マルチビームを用いた深浅測量 

 

 

 

②３次元数量計算 

①で計測したデータ測量データ等と、発注者が貸与する発注図を用いて、３次

元出来形管理を行うための数量計算を行う。 

 

③ＩＣＴを活用した施工 

①により得られた３次元データを用いて、ＩＣＴを活用した施工を行う。 

 

 

④３次元出来形測量 

浚渫工が完了した後、マルチビームを用いた測量により、出来形管理を行う。 

 

 

 

 

⑤３次元データの納品 

④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品す

る。 

①３次元起工測量 

起工測量（深浅測量）において、３次元測量データを取得するため、以下１）に

よる測量を行うものとする。 

１）ナローマルチビームシステム（以下、「マルチビーム」という）を用いた深浅

測量「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）」を適用する。 

なお、データ解析は、マルチビームデータクラウド処理システム（以下、「MBC」

という）の後処理機能を活用することを標準とする。 

②３次元数量計算 

①で計測した３次元測量データ等と、発注者が貸与する発注図を用いて数量計

算を行う。 

「３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）」を適用する。 

③ＩＣＴを活用した施工 

①により得られた３次元データを用いて、ＩＣＴを活用した施工を行う。 

・グラブバケット、カッターヘッド又はバックホウバケットの平面位置と目標浚

渫位置・深度をリアルタイムで可視化する技術を用いて施工を行う。 

④３次元出来形測量 

浚渫工が完了した後、マルチビームを用いた深浅測量（出来形測量）により、出

来形管理を行う。 

「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）」、「３次元データを用

いた出来形管理要領（浚渫工編）」及び「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

（国土交通省港湾局）」を適用する。 

⑤３次元データの納品 

②により確認された３次元数量計算データ及び④により確認された３次元施工

管理データを、工事完成図書として電子納品する。 
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新旧対照表（千葉市ＩＣＴ活用工事実施要領（試行）） 

旧（令和 7 年 4 月） 新（令和 7 年 10 月） 

（２） ＩＣＴ浚渫工（港湾）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

（略） 

（２） ＩＣＴ浚渫工（港湾）の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下の工種とする。 

（略） 

第１２ 疑義について 

（略） 

 

第１２ 疑義について 

（略） 

附則 

１ この要領は、令和７年１０月１日から施行する。 

２ この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは

見積通知書を交付するものについて適用し、同日前に公告する又は交付するもの

については、なお従前の例による。 
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第１３ （別表）ＩＣＴ活用工事に関する国の基準等 

 

第１３ （別表）ＩＣＴ活用工事に関する国の基準等 

 



37 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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第１４ （別表）ＩＣＴ活用工事に係る総合評価落札方式および工事成績評定に

おける加点措置 

（略） 

 

第１４ （別表）ＩＣＴ活用工事に係る総合評価落札方式および工事成績評定に

おける加点措置 

（略） 

 
 


